
（
※
前
号
よ
り
続
く
）

問
題
８：

北
部
仏
印
進
駐
と
日
独
伊
三

国
同
盟
で
、
日
本
は
ど
こ
に
向
か
お

う
と
し
た
の
か
？

（
１
）
日
中
戦
争
に
万
策
尽
き
て
近
衛
内

閣
が
退
陣
し
、
昭
和
14
年
１
月
５
日
、

平
沼
騏
一
郎
が
首
相
に
指
名
さ
れ
た
。

平
沼
首
相
は
、
陸
軍
の
意
向
に
沿
っ
て

日
独
伊
防
共
協
定
を
強
化
し
、
防
共
を

前
提
と
し
た
軍
事
同
盟
化
に
努
力
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
８
月
23
日
、
ド
イ
ツ

と
ソ
連
は
独
ソ
不
可
侵
条
約
を
締
結
し

て
し
ま
っ
た
。

こ
の
報
に
接
し
、
平
沼
首
相
は
驚
愕

し
て
、「
欧
洲
の
天
地
は
複
雑
怪
奇
」
と

い
う
声
明
と
と
も
に
８
月
28
日
、
退
陣

し
た
。
そ
の
４
日
後
の
９
月
１
日
に
は
、

ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
、
第

二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
て
い
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
情
勢
な
ど
、
全
く
読
め
て
い

な
か
っ
た
の
だ
。

対
外
的
激
変
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
年
の
５
月
、
ソ
連
と
の
間

で
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
が
勃
発
し
て
い
た
。

独
ソ
不
可
侵
条
約
の
成
立
に
め
ど
を
付

け
、
ド
イ
ツ
と
日
本
か
ら
挟
撃
さ
れ
る

リ
ス
ク
を
回
避
で
き
る
と
見
た
ソ
連
は
、

機
械
化
師
団
を
投
入
し
、
８
月
20
日
か

ら
総
攻
撃
を
か
け
て
き
た
。

銃
剣
白
兵
主
義
の
日
本
軍
は
ほ
ぼ
一

日
で
記
録
的
大
敗
を
喫
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
大
敗
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
陸
軍
に
と

っ
て
極
め
て
強
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

後
の
対
ソ
消
極
主
義
を
生
む
こ
と
と
な

る
。さ

ら
に
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
も
重
要

な
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
の
年
の

７
月
、
ア
メ
リ
カ
は
日
米
通
商
条
約
の

破
棄
の
通
告
し
て
き
た
。「
中
国
で
の
ア

メ
リ
カ
の
権
益
を
侵
害
す
る
日
本
と
通

商
条
約
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
」
と

い
う
の
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
考
え
で
あ

っ
た
。

（
２
）
平
沼
内
閣
を
継
い
で
、
予
備
役
の

陸
軍
大
将
阿
部
信
行
内
閣
（
昭
和
14
年

８
月
30
日
〜
昭
和
15
年
１
月
16
日
。h
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）
が
組
閣
し
た
。
う
ち
続
く

危
機
的
事
態
の
中
で
、
天
皇
は
、
阿
部

の
首
相
指
名
に
際
し
、「
英
米
に
対
し
て

は
、
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

条
件
を
つ
け
た
と
い
う
。

そ
の
後
親
英
米
派
の
海
軍
大
将
米
内

光
正
内
閣
（
昭
和
15
年
１
月
16
日
〜
７

月
22
日
）
が
続
い
た
が
、
残
念
な
が
ら

英
米
関
係
の
緊
張
緩
和
に
成
果
は
な
か

っ
た
。

（
３
）
英
米
と
の
関
係
が
好
転
し
な
い
ま

ま
、
日
本
の
運
命
は
、
再
び
逆
方
向
に

動
き
出
し
た
。
新
体
制
運
動
を
標
榜
す

る
第
２
次
近
衛
内
閣
が
、
昭
和
15
年
７

月
22
日
、
国
民
の
期
待
を
集
め
て
再
登

場
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
成
立
２
カ
月

後
の
９
月
23
日
、
北
部
仏
印
進
駐
（
仏

印
は
、
今
の
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ラ
オ
ス
）
を
実
行
し
、
さ
ら
に
そ
の
４

日
後
の
９
月
27
日
、
日
独
伊
三
国
軍
事

同
盟
を
締
結
し
、
枢
軸
側
の
一
員
と
な

っ
て
い
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
の
年
の
６
月
パ

リ
が
ナ
チ
ス
に
よ
り
陥
落
し
て
い
た
。

北
部
仏
印
進
駐
は
、
ナ
チ
ス
支
配
下
の

ヴ
ィ
シ
ー
政
権
に
承
諾
さ
せ
て
進
駐
し

た
。
仏
印
は
当
時
援
蒋
ル
ー
ト
と
な
っ

て
い
た
の
で
、「
援
蒋
ル
ー
ト
を
断
ち
切

れ
ば
中
国
の
抗
戦
能
力
が
低
下
し
、
日

本
に
降
伏
す
る
」
と
、
当
時
の
陸
軍
は

考
え
た
の
だ
。
し
か
し
援
蒋
ル
ー
ト
は
、

他
に
ソ
連
経
由
、
香
港
経
由
、
ビ
ル
マ

経
由
な
ど
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た

の
だ
が
。

日
清
、
日
露
戦
争
の
時
代
か
ら
一
貫

し
て
仮
想
敵
国
を
ソ
連
と
し
て
い
た
陸

軍
が
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
方
針
を

捨
て
、
突
然
こ
の
よ
う
に
南
進
策
に
転

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
英
米

と
直
接
向
か
い
合
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
英
米
と
の
緊
張
感
を
高
め
る
こ

と
に
な
る
の
は
必
定
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

こ
の
時
期
に
、
こ
の
様
な
大
転
換
を
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

北
部
仏
印
進
駐
の
４
日
後
の
９
月
27

日
、
松
岡
洋
介
外
相
の
主
導
で
日
独
伊

三
国
同
盟
を
結
ん
だ
。
彼
の
思
惑
は
、

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
強
く
も
の
が
言
え

る
立
場
を
作
り
た
か
っ
た
よ
う
だ
。
同

盟
締
結
に
国
民
は
歓
喜
し
た
。
皇
居
前

の
広
場
は
市
民
の
堤
燈
行
列
で
埋
め
尽

く
さ
れ
た
と
い
う
。

三
国
同
盟
は
防
共
を
目
指
し
た
日
独

防
共
協
定
と
は
異
な
り
、
当
時
、
ソ
連

を
入
れ
た
四
国
同
盟
を
目
指
し
て
い
た
。

松
岡
自
身
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
同
盟
」

と
呼
び
、
こ
れ
を
実
現
す
れ
ば
ア
メ
リ

カ
に
対
し
強
く
出
ら
れ
る
と
信
じ
て
い

た
。
も
は
や
ソ
連
は
仮
想
敵
国
で
は
な

く
、
同
盟
国
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の

だ
。し

か
し
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

大
き
な
歴
史
的
変
動
が
起
き
て
い
た
。

ド
イ
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
上
陸
を
目
指
し
、

同
年
７
月
２
日
か
ら
シ
ー
ラ
イ
オ
ン
作

戦
と
名
付
け
た
航
空
戦
を
、
イ
ギ
リ
ス

と
の
間
で
展
開
し
て
い
た
。
だ
が
、
イ

ギ
リ
ス
は
劣
勢
な
航
空
戦
力
で
奮
闘
し
、

制
空
権
を
守
り
切
っ
た
。
バ
ト
ル
・
オ

ブ
・
ブ
リ
テ
ン
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
三
国
同
盟
締
結
10
日
前

の
９
月
17
日
、
ナ
チ
ス
は
シ
ー
ラ
イ
オ

ン
作
戦
の
延
期
を
決
定
し
て
イ
ギ
リ
ス
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

上
陸
を
諦
め
、
矛
先
を
ソ
連
に
向
け
初

め
て
い
た
。
し
か
し
、
近
衛
内
閣
も
平

沼
内
閣
と
同
様
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
を

ま
っ
た
く
読
め
ず
、
ド
イ
ツ
の
イ
ギ
リ

ス
上
陸
を
盲
信
し
、
ド
イ
ツ
が
東
の
安

全
を
図
る
た
め
、
ソ
連
を
同
盟
に
巻
き

込
む
は
ず
と
夢
想
し
て
い
た
の
だ
。

（
４
）
米
国
は
、
第
二
次
近
衛
内
閣
成
立

に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
１
９
４
０
年
７

月
か
ら
８
月
に
か
け
、
武
器
、
工
作
機

械
、
航
空
用
ガ
ソ
リ
ン
の
許
可
制
を
取

っ
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
、
仏
印
進
駐

と
三
国
同
盟
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
反

応
は
厳
し
か
っ
た
。
条
約
締
結
の
動
き

を
察
し
て
、
同
年
９
月
26
日
、
屑
鉄
鋼

の
対
日
禁
輸
を
断
行
し
、
締
結
後
の
12

月
に
は
、
鉄
鉱
・
銑
鉄
、
１
９
４
１
年

１
月
、
銅
・
亜
鉛
、
２
月
、
ラ
ジ
ウ

ム
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
を
禁
輸
品
目
に
加
え

た
。
ア
メ
リ
カ
と
の
緊
張
感
は
、
急
速

に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

問
題
９：

南
部
仏
印
進
駐
で
、
日
本
は

何
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
？

（
１
）
昭
和
16
年
４
月
か
ら
冷
え
切
っ
た

日
米
関
係
を
打
開
す
べ
く
、
野
村
吉
三

郎
駐
米
大
使
と
ハ
ル
国
務
長
官
の
間
で
、

和
平
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
ハ
ル
長
官

は
、「
こ
こ
に
３
人
の
愛
国
者
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
試
案
が
あ
る
」
と
切
り
出

し
た
と
い
う
。

実
は
前
年
の
11
月
か
ら
、
米
国
の
ウ

ォ
ル
シ
ュ
と
ド
ラ
ウ
ト
と
い
う
二
人
の

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
と
日
本
の
産
業
組

合
中
央
金
庫
理
事
の
井
川
忠
雄
の
間
で
、

日
米
関
係
の
改
善
策
に
つ
い
て
意
見
を

交
換
し
、
年
が
明
け
た
３
月
17
日
に
は

「
井
川
・
ド
ラ
ウ
ト
案
」
が
作
成
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
背
後
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
米
郵
政
長
官
が
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、「
愛
国
者
に
よ
る

試
案
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
４
月
16
日
、
野
村
と.

ハ
ル

の
間
で
日
米
諒
解
案
が
作
成
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
満
州
国
の
承
認
、
日
米
通

商
関
係
の
回
復
、
日
米
首
脳
会
談
な
ど

が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
ハ
ル
は
、

こ
の
時
、
領
土
保
全
と
主
権
尊
重
、
内

政
不
干
渉
、
機
会
均
等
、
太
平
洋
で
の

現
状
不
撹
乱
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、

基
本
的
提
案
は
日
本
に
と
っ
て
は
歓
迎

す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
日
米
諒
解
案
が
日
本
に
打
電
さ

れ
る
や
、
近
衛
首
相
は
た
だ
ち
に
政
府

統
帥
部
連
絡
会
議
を
招
集
し
て
協
議
し

た
。
そ
こ
で
の
大
勢
は
受
諾
へ
傾
い
て

い
っ
た
。

（
２
）
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
の
和
平

の
機
運
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
っ
て
い
た
外
相

松
岡
洋
介
は
、
４
月
13
日
、
日
ソ
不
可

侵
条
約
を
電
撃
的
に
締
結
し
、
４
月
22

日
に
帰
国
し
た
。
彼
は
あ
い
か
わ
ら
ず
、

３
国
同
盟
を
ソ
連
を
も
含
ん
だ
４
カ
国

同
盟
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
強
く
出
た

か
っ
た
の
だ
。

そ
れ
故
、
自
分
の
不
在
中
に
進
ん
だ

日
米
平
和
交
渉
自
体
が
気
に
入
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
、
こ
の
平
和
の
流
れ
に
乗

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
あ
い
つ
と

は
交
渉
で
き
な
い
」
と
ア
メ
リ
カ
の
不

信
を
買
っ
て
し
ま
い
、
和
平
交
渉
自
体

が
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
。

（
３
）
６
月
22
日
、
閣
僚
の
誰
も
予
想
し

て
い
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
ナ
チ
ス

が
ソ
連
侵
攻
を
開
始
し
た
の
だ
。
近
衛

内
閣
内
は
大
混
乱
と
な
っ
た
。
松
岡
は

自
分
で
締
結
し
た
ば
か
り
の
日
ソ
中
立

条
約
を
破
棄
し
て
対
ソ
宣
戦
し
、
ソ
連

を
ド
イ
ツ
と
と
も
に
挟
撃
す
る
こ
と
を

強
く
主
張
し
た
。
事
実
、
仮
に
そ
の
時
、

日
本
が
ナ
チ
ス
に
呼
応
し
て
ソ
連
に
攻

め
込
め
ば
、
ソ
連
は
崩
壊
し
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
が
枢
軸
国
の
手
に
落
ち
る
可

能
性
は
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
。
ナ
チ
ス

の
侵
攻
で
、
当
時
の
ソ
連
は
ほ
と
ん
ど

崩
壊
寸
前
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
政
府
首
脳
や
世
論
は
北
進
論

に
関
し
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ノ
モ

ン
ハ
ン
事
件
の
シ
ョ
ッ
ク
が
強
す
ぎ
た

の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
独
ソ
戦
に
よ
っ

て
ソ
ビ
エ
ト
の
脅
威
が
消
滅
し
た
の
で
、

南
方
に
進
出
す
べ
き
と
す
る
南
進
論
が

優
勢
に
な
り
、
南
部
仏
印
進
駐
が
提
案

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

７
月
18
日
、
第
二
次
近
衛
内
閣
は
総

辞
職
し
、
改
め
て
第
三
次
近
衛
内
閣
が

成
立
し
た
。
北
進
論
を
主
張
し
、
閣
内

不
協
和
の
元
凶
で
あ
る
松
岡
の
更
迭
が

目
的
で
あ
っ
た
。

（
４
）
仏
印
に
は
石
油
は
な
い
。
南
部
仏

印
進
駐
で
は
石
油
を
確
保
で
き
ず
、
そ

の
確
保
の
た
め
に
は
パ
レ
ン
バ
ン
油
田

の
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
領
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を

手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
南
部
仏
印

進
駐
は
日
本
の
次
の
軍
事
行
動
を
予
告

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も

南
部
仏
印
進
駐
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や

パ
レ
ン
バ
ン
が
日
本
軍
の
航
空
機
の
作

戦
圏
内
と
な
る
。
こ
の
進
駐
は
、
相
手

に
対
し
て
は
宣
戦
布
告
に
近
い
脅
威
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
を
実
行
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
は
強
い
経
済
制
裁
に
出
る
で

あ
ろ
う
し
、
石
油
を
止
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
す
る
者
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
し
か
し
、「
米
国
の
石
油
禁
輸

は
絶
対
に
無
い
」
と
い
う
意
見
が
大
勢

と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

は
、
南
部
仏
印
進
駐
の
動
き
を
察
し
て
、

７
月
25
日
、
在
米
日
本
資
産
を
凍
結
し

た
。
そ
れ
で
も
、
日
本
の
指
導
者
は
石

油
の
禁
輸
は
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
７
月
28
日
、
日
本
陸
軍
は
南
部

仏
印
進
駐
を
決
行
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ア
メ
リ
カ
は
、
８
月
１

日
、
石
油
の
対
日
全
面
禁
輸
を
断
行
し

た
。
こ
れ
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

中
国
が
加
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

包
囲
陣
が
で
き
上
が
っ
た
。
こ
の
経
済

制
裁
は
、
ま
さ
に
宣
戦
布
告
に
近
い
決

定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

た
だ
、
こ
れ
は
十
分
に
予
測
で
き
た

は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の

指
導
者
は
い
っ
た
い
何
を
求
め
て
南
部

仏
印
進
駐
を
実
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

問
題
10：

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
陣
後
、
太
平

洋
戦
争
の
開
戦
を
回
避
す
る
方
法
は
無

か
っ
た
の
か
。（
以
下
次
号
）

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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